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　安下庄地区公共下水道では、４月１日からさらに使用できる区域が拡大されます。（使用で
きる区域は、図のとおりです。）供用開始区域図の縦覧を、役場下水道課および橘総合支所の
窓口で、３月 17日から２週間行います。
　なお、供用開始から３年以内に水洗便所に改造されると、資金の融資を受けることができま
す。また、快適な生活と環境保全のために、早めに下水道への接続をお願いします。

「
公
共
下
水
道
の
供
用
区
域
が
拡
大
さ
れ
ま
す
」
〜
安
下
庄
地
区
〜　

　

自
分
の
所
有
し
て
い
る
財
産
（
固
定
資
産
）
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
を
無
料
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。

◆
縦
覧
期
間
／

　

４
月
３
日
㈪
か
ら
５
月
31
日
㈬
ま
で
。

　

た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

◆
縦
覧
で
き
る
も
の
（
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
か
わ
る
も
の
）
／

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格
）

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面
積
、
価
格
）

※
縦
覧
台
帳
は
、
旧
町
単
位
で
作
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
所
在
を
確
認
の
う
え
、

該
当
の
各
総
合
支
所
で
閲
覧
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
縦
覧
で
き
る
人
お
よ
び
縦
覧
に
必
要
な
も
の
／

①
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
（
た
だ
し
、
土
地
（
家
屋
）
の
み
を
所
有
し
て

い
る
も
の
は
、
家
屋
（
土
地
）
の
縦
覧
が
で
き
ま
せ
ん
。）

・
必
要
な
も
の
・
・
・

　

納
税
通
知
書
や
課
税
明
細
書
あ
る
い
は
運
転
免
許
証
な
ど

②
納
税
管
理
人
（
代
理
人
）

・
必
要
な
も
の
・
・
・
納
税
通
知
書
や
課
税
証
明
書

　
（
納
税
者
か
ら
委
任
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
。）

※
納
税
者
と
同
居
の
親
族
も
同
様
に
取
り
扱
い
ま
す
。

◆
縦
覧
料
／
無
料

◆
時
間
／
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で

◆
場
所
／

　

周
防
大
島
町
役
場　

　

大
島
・
久
賀
・
橘
・
東
和
各
総
合
支
所

◆
問
い
合
わ
せ
／

　

周
防
大
島
町
役
場
税
務
課

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

あ
な
た
の
財
産
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧


